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(57)【要約】
　本発明は、複数の実行ユニット（２Ａ、２Ｂ）を有す
る、内燃機関のエンジン制御部の機能を監視する方法を
創出する。その際、トルク監視プログラムが、比較駆動
モード（ＶＭ）においてシステムの複数の実行ユニット
（２）で実行され、監視プログラムの実行時に複数の実
行ユニット（２）により出力された信号が、エラー検出
のために互いに比較される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の実行ユニット（２）を有するシステムで駆動する制御部の機能を監視する方法で
あって、
　監視プログラムは、比較駆動モード（ＶＭ）において前記システムの前記複数の実行ユ
ニット（２）で実行され、
　前記監視プログラムの実行時にこれらの実行ユニット（２）により出力された信号がエ
ラー検出のために互いに比較される、複数の実行ユニット（２）を有するシステムで駆動
する制御部の機能を監視する方法。
【請求項２】
　前記監視プログラムは、エンジンにより生成されたトルクを監視するトルク監視プログ
ラムによって形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記制御部は、エンジン制御部によって形成される、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記監視プログラムは、前記複数の実行ユニット（２）で同期して実行される、請求項
１に記載の方法。
【請求項５】
　前記監視プログラムは、前記複数の実行ユニット（２）で同期せずに実行される、請求
項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記システムは、前記監視プログラムの実行後に、パフォーマンス駆動モード（ＰＭ）
へと切り替えられ、
　前記パフォーマンス駆動モード（ＰＭ）では、前記複数の実行ユニット（２）が異なる
プログラムを実行する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記パフォーマンス駆動モード（ＰＭ）で実行されるプログラムは、制御を実行する、
請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記監視プログラムは周期的に実行される、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記監視プログラムの実行時に前記複数の実行ユニット（２）により出力される信号が
互いに相違している場合に、エラーが前記監視プログラムの実行時に検出される、請求項
１に記載の方法。
【請求項１０】
　エラー検出の後で、前記監視プログラムの実行の際に、前記制御部（４）により制御さ
れるユニット（５）が停止させられる、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　複数の実行部を有する制御部（４）であって、
　監視プログラムが、比較駆動モード（ＶＭ）において複数の実行ユニット（２）で実行
され、
　前記監視プログラムの実行時に前記複数の実行ユニット（２）により出力された信号が
、エラー検出のために互いに比較される、複数の実行部を有する制御部（４）。
【請求項１２】
　前記監視プログラムは、エンジンにより生成されたトルクを監視するトルク監視プログ
ラムに相当する、請求項１１に記載の制御部。
【請求項１３】
　前記制御部（４）はエンジン制御部に相当する、請求項１１に記載の制御部。
【請求項１４】
　前記複数の実行ユニット（２）は、ＣＰＵ、コプロセッサ、デジタル信号プロセッサＤ
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ＳＰ、浮動小数点演算装置ＦＰＵ、または演算論理装置ＡＬＵにより形成される、請求項
１１に記載の制御部。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の実行ユニットを有するシステムで駆動する制御部の機能を監視するた
めの方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　組み込み型システム分野、特に自動車技術または自動化技術では、ハードウェアのエラ
ーが結果的に安全性に関わりうる、複数のアプリケーションまたはアプリケーションプロ
グラムが存在する。従って、このような安全性に関わる帰結を回避するために、または、
このような安全性に関わる帰結による作用を低減するために、この種のエラーを検出する
ための監視措置が採られる。このような監視をほぼ恒久的に必要とするアプリケーション
が存在する。他のアプリケーションでは、定期的に、例えば周期的に、または、特定の要
求に応じて、他のハードウェア構成要素のデータ処理システムが正確に機能しているかど
うかについて検証する監視機能、が使用される。
【０００３】
　図１は、エンジン制御分野における従来の監視方法の構成を示している。エンジン制御
の場合、燃料が噴射システムによって燃焼室へと噴射される。安全性の観点から、ここで
例示されるエンジン制御分野でのアプリケーションは、３つのレベルＥ１、Ｅ２、Ｅ３に
構造化される。
【０００４】
　噴射制御部のアプリケーションプログラムは、本来行なうべき機能を含む基礎、または
基礎レベルＥ１を形成する。噴射制御部は、どれだけの燃料が、厳密にどの時点において
燃料室に噴射されるべきかについて決定する。噴射制御部の誤作動の際には、噴射制御部
が、過剰にまたは常に、燃焼室に燃料を噴射し、結果的に、車両が極めて強く加速し事故
に繋がるケースが発生する可能性がある。従って、従来のシステムでは、レベルＥ１の噴
射制御部が正常に機能しているかどうかを監視する、監視レベルＥ２が設けられている。
【０００５】
　監視レベルＥ２は、追加的なプログラム、または、場合により追加的なセンサにアクセ
スする追加的なソフトウェアコードによって形成される。従来のエンジン制御部の場合、
監視レベルＥ２は、通常、連続トルク監視部（ｋｏｎｔｉｎｕｉｅｒｌｉｃｈｅ　Ｍｏｍ
ｅｎｔｅｎｕｅｂｅｒｗａｃｈｕｎｇ）によって形成される。連続トルク監視部では、エ
ンジンにより目下生成されたトルクが、特定の閾値を超えていないかどうかが監視される
。
【０００６】
　従来のエンジン制御部の場合、噴射制御レベルＥ１および監視レベルＥ２のプログラム
は、同じハードウェア、または同じ実行ユニットで駆動する。噴射制御部のアプリケーシ
ョンプログラムは、同一実行ユニットまたはＣＰＵのレベルＥ１で駆動し、トルク監視部
は、同一実行ユニットまたはＣＰＵのレベルＥ２で駆動するので、実行ユニットでのハー
ドウェアエラーは、噴射制御部と、トルク監視部とが同時に故障することに繋がりうる。
従って、安全性の理由から、従来のエンジン制御部では、監視レベルＥ２が正常に機能し
ているかどうかを検査する、更なる別の安全レベルＥ３が設けられている。
【０００７】
　安全レベルＥ３は、実行ユニットと、ＡＳＩＣ等の外部ハードウェア構成要素との、問
い合わせ・応答通信を実行する。その際、基本的に、実行ユニットまたはマイクロコント
ローラの機能、特に、アプリケーションプログラムの機能が、監視レベルＥ２で検査され
る。監視レベルＥ２のアプリケーションプログラムは、妥当性検査を実行する。
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【０００８】
　例えば、監視レベルＥ２の監視プログラムは、アクセルペダルの傾斜度αを読み込む。
噴射制御レベルＥ１のアプリケーションプログラムにより設定された燃料の量が、感覚的
に監視されるアクセルペダルの位置に依存する特定の閾値を超える場合に、レベルＥ２で
駆動する監視プログラムが、噴射制御部でエラーが発生していることを検知し、通常では
、安全面の理由からエンジンの停止を促す。
【０００９】
　監視レベルＥ２は、エンジンで生成されたトルクを監視し閾値を超えた際にはエンジン
を停止させるトルク監視プログラム等を、追加的に含んでいる。監視機能を実装するため
に、監視プログラムのコードは、複写されてＥ２’として格納される。その際、Ｅ２’の
アルゴリズムまたはプログラムは、デフォルトデータまたはテストデータによって計算さ
れる。例えばＡＳＩＣ、すなわち、特定用途向け集積回路において駆動する安全レベルＥ
３のプログラムは、実行ユニットまたはＣＰＵへの問い合わせとして、特定のビットマス
タを割り当てる。実行ユニットまたはＣＰＵは、レベルＥ２’に基づいてデフォルト値に
よって、複写に含まれる監視プログラムを計算し、特定用途向け集積回路ＡＳＩＣ内のレ
ベルＥ３の安全プログラムに対して、応答ビットマスタを出力する。安全プログラムは、
ＣＰＵ内の監視プログラムが正常に機能しているかどうかを確認するために、応答ビット
マスタと基準ビットマスタとを比較する。特定用途向け集積回路内の安全プログラムは、
実行ユニットまたはＣＰＵで駆動する監視プログラムとは異なるハードウェア、すなわち
ＡＳＩＣにおいて駆動する。従って、この従来の処理手順は、ＣＰＵ内でのハードウェア
エラーに対して、ある程度の安全を確保する。
【００１０】
　いずれにせよ、図１で示すような従来の安全コンセプトの短所として、デフォルト値ま
たはテスト値によって計算する命令テストのための監視プログラムが、複写に存在する必
要がある、ということが挙げられる。従って、複写されたプログラム命令を格納するため
の記憶位置が、監視レベルＥ２’で必要である。
【００１１】
　デフォルトデータまたはテストデータが、複写された監視プログラムＥ２’のための入
力データとして役目を果たす、従来の命令テストの更なる別の短所は、オペランドに依存
する（Ｏｐｅｒａｎｄｅｎ－ａｂｈａｅｎｇｉｇ）エラーが検出されないことにある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明の課題は、オペランドに依存するエラーも検出する、制御部の機能を監
視する方法を創出することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は、複数の実行ユニットを有するシステムで駆動する制御部の機能を監視する方
法であって、監視プログラムは、比較駆動モードＶＭにおいてシステムの複数の実行ユニ
ットで実行され、監視プログラムの実行時にこれらの実行ユニットにより出力された信号
が、エラー検出のために互いに比較される、複数の実行ユニットを有するシステムで駆動
する制御部の機能を監視する方法を創出する。
【００１４】
　本発明に基づく方法の利点は、監視プログラムの複写されたプログラム命令のために、
記憶位置を無駄に使用しないことにある。
【００１５】
　本発明に基づく方法の実施形態において、監視プログラムは、エンジンにより生成され
たトルクを監視するトルク監視プログラムによって形成される。
【００１６】
　本発明に基づく方法の実施形態において、制御部は、エンジン制御部によって形成され
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る。
【００１７】
　本発明に基づく方法の実施形態において、監視プログラムは、複数の実行ユニットで同
期して実行される。
【００１８】
　本発明に基づく方法の代替的な実施形態において、複数の実行ユニットで同期せずに実
行される。
【００１９】
　本発明に基づく方法の実施形態において、システムは、監視プログラムの実行後に、パ
フォーマンス駆動モードへと切り替えられ、パフォーマンス駆動モードでは、複数の実行
ユニットが異なるプログラムを実行する。
【００２０】
　本発明に基づく方法の実施形態において、パフォーマンス駆動モードで実行されるプロ
グラムは、制御を実行する。
【００２１】
　本発明に基づく方法の実施形態において、監視プログラムは周期的に実行される。
【００２２】
　本発明に基づく方法の実施形態において、監視プログラムの実行時に複数の実行ユニッ
トにより出力される信号が互いに相違している場合に、エラーが監視プログラムの実行時
に検出される。
【００２３】
　本発明に基づく方法の実施形態において、エラー検出の後で、監視プログラムの実行の
際に、制御部により制御されるユニットが停止させられる。
【００２４】
　さらに、本発明は、複数の実行部を有する制御部であって、監視プログラムが、比較駆
動モードＶＭにおいて複数の実行ユニットで実行され、監視プログラムの実行時に複数の
実行ユニットにより出力された信号が、エラー検出のために互いに比較される、複数の実
行部を有する制御部を創出する。
【００２５】
　本発明に基づく制御部の実施形態において、監視プログラムは、エンジンにより生成さ
れたトルクを監視するトルク監視プログラムに相当する。
【００２６】
　本発明に基づく制御部の実施形態において、制御部はエンジン制御部に相当する。
【００２７】
　本発明に基づく制御部の実施形態において、複数の実行ユニットは、マイクロプロセッ
サ、コプロセッサ、デジタル信号プロセッサＤＳＰ、浮動小数点演算装置ＦＰＵ、または
、演算論理装置ＡＬＵにより形成される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下では、本発明の一実施形態に基づく方法、および、本発明の一実施形態に基づく制
御部の好適な実施形態が、添付された図を参照しながら、本発明の本質的な特徴を解説す
るために記載される。
【００２９】
　図２から分かるように、切り替えおよび比較回路１は、入力側で、Ｎ＋１個の実行ユニ
ット２に接続されており、実行ユニット２－ｉから論理入力信号Ｅ０、Ｅ１、Ｅ２、Ｅ３

・・・ＥＮを獲得する。切り替えおよび比較ユニット１は、比較ロジック部１Ａと、切り
替えロジック部１Ｂとを含んでいる。
【００３０】
　図２に示すシステムは、少なくとも２つの駆動モードで駆動可能である。パフォーマン
ス駆動モードとも呼ばれる性能向上のための第１駆動モードにおいて、実行ユニット２－
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ｉまたはコアは、異なるプログラムまたはタスクを並列処理する。実行ユニット２－ｉに
おいては、計算命令を実行するための任意の実行ユニット２－ｉ、すなわち、例えば、プ
ロセッサ、浮動小数点演算装置ＦＰＵ、デジタル信号プロセッサＤＳＰ、コプロセッサ、
または、演算論理装置ＡＬＵが関わっている。
【００３１】
　パフォーマンスモードＰＭにおける、異なる実行ユニット２－ｉによるプログラムの実
行は、同期して、または同期せずに、行なわれることが可能である。パフォーマンスモー
ドでは、冗長な処理は行なわれず、実行ユニット２－ｉは、異なる計算またはプログラム
を並行して実行する。純粋なパフォーマンス駆動モードＰＭにおいて、全入力信号Ｅｉが
対応する出力信号Ａｉへと切り替えられるか、または導かれる。
【００３２】
　スーパースケーラ型（ｓｕｐｅｒｓｋａｌａｒ）演算システムの使用に並ぶ、マルチコ
ア・アーキテクチャの第２の根拠は、複数の実行ユニット２－ｉが同一のプログラムを冗
長に実行することによって、信号処理の安全性を高めることにある。安全モードもしくは
セーフティモード、または比較モードＶＭとも呼ばれるこの第２の駆動モードでは、実行
ユニットの演算結果または論理出力信号が、切り替えおよび比較回路１によって互いに比
較される。従って、発生したエラー、または信号の相違が、一致を確かめる比較によって
検出可能である。従って、純粋な比較駆動モードＶＭにおいては、全入力信号Ｅｉが、厳
密に１つの出力信号Ａｉへと導かれるか、またはマッピングされる（ａｂｂｉｌｄｅｎ）
。混合形態も可能である。
【００３３】
　構成可能な切り替えロジック部１Ｂでは、いくつの出力端子または出力信号Ａｉが設け
られているのかについて示される。さらに、切り替えロジック部１Ａには、どの入力信号
Ｅｉがどの出力信号Ａｉに作用するのかについて格納される。従って、切り替えロジック
部１Ｂには、異なる出力信号Ａｉに入力信号Ｅｉを割り当てるマッピング関数（Ａｂｂｉ
ｌｄｕｎｇｓｆｕｎｋｔｉｏｎ）が格納されている。
【００３４】
　処理ロジック部１Ａは、各出力信号Ａｉについて、どのような形態で入力信号が各出力
信号に作用するのかについて定める。例えば、出力信号Ａ０は、入力信号Ｅ１、・・・、
Ｅｎによって生成される。これは、ｍ＝１ならば、単純に、入力信号のインターコネクシ
ョン（Ｄｕｒｃｈｓｃｈａｌｔｕｎｇ）に相当する。Ｍ＝２ならば、２つの入力信号Ｅ１

、Ｅ２が互いに比較される。この比較は、同期して、または同期せずに、回路１によって
実行される。その際、比較はビットごとに行なわれるか、または代替的に、有意なビット
のみ互いに比較される。
【００３５】
　Ｍ≧３ならば、様々な可能性がある。第１の可能性としては、全信号が互いに比較され
、少なくとも２つの異なる値が存在する場合に、エラーが検出される。エラーは、任意選
択で、切り替えおよび比較回路１により信号で知らされる。
【００３６】
　更なる別の可能性は、Ｋ＞Ｍ／２ならば、ｍ個からＫ個を選択することにある。これは
、実施形態において、比較器を設けることによって実現される。その際、複数の入力信号
のうちの１つが、他の入力信号とは相違しているとして検知された場合に、任意選択で第
１エラー信号が生成される。第１エラー信号とは別の、第２エラー信号が発生した場合に
は、全３つの入力信号が互いに相違している可能性がある。
【００３７】
　更なる別の実施形態において、入力信号値は、更なる別の演算ユニットへと供給される
。演算ユニットは、例えば、平均値もしくは中央値を計算する、または、フォールトトレ
ラントなアルゴリズムＦＴＡを実行する。フォールトトレラントなアルゴリズムの場合、
入力信号の極値が排除されるか、または無視され、残りの信号値の平均化が行なわれる。
実施形態において、残りの信号の集合全体の平均化が行なわれるか、代替的な実施形態に
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おいては、残りの信号値の、ハードウェア内で容易に形成される部分集合の平均化が行な
われる。平均値形成の際には、加算または除算が行なわれる必要がある一方、ＦＴＭ、Ｆ
ＴＡまたは中央値形成の際には、入力信号値の選別が部分的に必要である。実施形態にお
いて、信号の相違、または極値が十分に大きい場合には、任意選択でエラー信号が出力さ
れるか、または示される。１つの信号へと信号処理するための上述の様々な可能性は、比
較動作に相当する。
【００３８】
　処理ロジック部１Ａは、各出力信号Ａｉおよび入力信号Ｅｉについて、行なわれるべき
比較演算の厳密な形態を定める。切り替えロジック部１Ｂ内での情報の組み合わせ、すな
わち、出力信号または関数値ごとに処理ロジック部１Ａで定められる比較演算の割り当て
関数は、駆動モード情報に相当し、駆動モードを設定する。この情報は、通常多価であり
、１より多い論理ビットにより示される。ただ２つの実行ユニットが設けられており、従
ってただ１つ比較モードが存在する場合には、駆動モードの全情報を、１つの論理ビット
で補償ことが可能である。
【００３９】
　パフォーマンスモードＰＭから比較モードＶＭへの切り替えは、パフォーマンスモード
ＰＭでは、様々な信号出力部へとマッピングされるか、または、インターコネクトされて
いる（ｄｕｒｃｈｓｃｈａｌｔｅｎ）実行ユニット２－ｉが、比較モードＶＭでは、同じ
信号出力部へとマッピングされるか、もしくはスルー接続されることによって、一般的に
行なわれる。このことは、特に、実行ユニット２－ｉの部分集合が設けられることによっ
て、実現される。その際、パフォーマンス駆動モードＰＭでは、部分集合として考えるべ
き全入力信号Ｅｉが、対応する出力信号Ａｉへと直接的に切り替えられる。一方、比較モ
ードＶＭでは、全入力信号が１つの信号出力部へとマッピングされるか、または１つの信
号出力部へとインターコネクトされる。代替的に、切り替えは、組み合わせが変更される
ことによって実現可能である。
【００４０】
　駆動モードは、ソフトウェアを介して制御されて、駆動中に動的に切り替えられること
が可能である。実施形態において、切り替えは、特別な切り替え命令、特別な命令シーケ
ンス、および、明示的にラベル付けされた命令、の実行を介して、または、システムの少
なくとも１つの実行ユニット２－ｉによる特定のアドレスに対するアクセスによって、引
き起こされる。
【００４１】
　冗長的な実行および検査が行なわれるセーフティモードＶＭと、異なるプログラム駆動
により性能向上を達成するパフォーマンスモードＰＭとの間での切り替えは、切り替え装
置１によって行なわれる。実施形態において、切り替えのために、プログラム、アプリケ
ーションプログラム、プログラム部分、またはプログラム命令への、識別子によるラベル
付けが行なわれる。識別子によって、これらのプログラム命令が安全性に関わるかどうか
が検知可能である。すなわち、安全駆動モードもしくは比較駆動モードＶＭで実行される
必要があるかどうか、または、パフォーマンス駆動モードＰＭが利用できるかどうか、に
ついて検知することが可能である。ラベル付けは、１ビットによってプログラム命令内で
行なわれうる。代替的に、特別なプログラム命令によって、後続のシーケンスをラベル付
けすることが可能である。
【００４２】
　安全駆動モードまたはセーフティモードＶＭでは、異なる実行ユニット２－ｉで同期し
て実行する際に、実行ユニット２－ｉの演算結果または出力信号の計算に同じ時間が掛か
る。演算結果は、安全駆動モードＶＭでは、同期実行において切り替え装置１に同時に提
供される。演算結果が一致する場合には、対応するデータが利用可能になる。信号が不一
致の際には、所定のエラー対応が行なわれる。
【００４３】
　システムがパフォーマンス駆動モードＰＭにある場合には、プログラムが並行して実行
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され、切り替えおよび比較回路１内の比較器は駆動されない。
【００４４】
　複数の実行ユニット２を有するシステムで駆動する制御部の機能を監視するための、本
発明の一実施形態に基づく方法において、少なくとも１つの監視プログラムが、比較駆動
モードＶＭにおいて、システムの複数の実行ユニットまたは全実行ユニットで実行される
。監視プログラムの実行時にこれらの実行ユニット２により出力される信号は、エラー検
出のために、互いに比較される。本発明の一実施形態に基づく制御部の好適な実施形態に
おいて、制御部は、少なくとも３つの実行ユニット２を有する。残りの信号とは最も大き
く相違している信号が、例えば多数決によって、誤りがあるとして検知される。実施形態
において、信号は、デジタル論理信号、特に二値信号が関わっている。本発明の一実施形
態に基づく制御部４において、好適な実施形態において、内燃機関を制御するためのエン
ジン制御部が関わっている。代替的な実施形態において、制御部４は、電動機を駆動する
ための制御部に相当する。監視プログラムは、例えば、内燃機関または電動機により生成
されるトルクを監視する、トルク監視プログラムによって形成される。その際、監視プロ
グラムは、同期して、または同期せずに、複数の実行ユニット２で実行可能である。
【００４５】
　本発明に基づく方法において、エンジン制御のための通常のアプリケーションプログラ
ムが、パフォーマンス駆動モードＰＭにおいて実行される。すなわち、システムの各実行
ユニット２は、性能向上のために、制御のためのプログラムを実行する。一方、他の実行
ユニット２は、それ（制御のためのプログラム）とは異なるアプリケーションプログラム
を実行する。レベルＥ２で駆動する監視プログラムは、本発明の一実施形態に基づく方法
の可能な実施形態において、周期的に呼び出される。本発明の一実施形態に基づく方法に
おいて、監視プログラムは、比較駆動モードＶＭにおいて、システムの複数の実行ユニッ
ト２で実行される。比較駆動モードＶＭでは、システムの複数の実行ユニット２、または
全実行ユニット２は、同じ監視プログラムを実行する。その際生成される出力信号は、エ
ラー検出のために互いに比較される。可能な実施形態において、例えば、すべて周期的に
呼び出される複数の監視プログラムが、レベルＥ２で実行される。呼び出された全監視プ
ログラムは、比較駆動モードＶＭで実行される。代替的な実施形態において、監視プログ
ラムは、特定の要請または要請命令に応じて呼び出され、引き続いて比較駆動モードＶＭ
において、システムの複数の実行ユニット２または少なくとも２つの実行ユニットによっ
て実行される。監視プログラムを実行するためのこの種の要請命令は、例えば割込みによ
って起動される。
【００４６】
　監視プログラムの実行後に、システムは、パフォーマンス駆動モードＰＭへと戻して切
り替えられる。パフォーマンス駆動モードＰＭでは、実行ユニット２が、特に第１レベル
Ｅ１の異なるプログラム、例えば制御プログラムを実行する。
【００４７】
本発明の一実施形態に基づく方法の実施形態において、監視プログラムの実行時に比較駆
動モードＶＭで実行ユニット２により出力された信号が互いに相違している場合に、監視
プログラムの実行時に、エラーがレベルＥ２で検出される。その際、特に、エラーが検出
された後で、監視プログラムの実行の際に、制御部４により制御されるユニット５、例え
ばエンジンが停止させられる。
【００４８】
　図３は、本発明の一実施形態に基づく制御システムの可能な実施形態の構成図を示して
いる。図３で示される実施形態において、本発明の一実施形態に基づく制御部４は、２つ
の実行ユニット２Ａ、２Ｂを有する。実行ユニット２Ａ、２Ｂにおいては、完全なマイク
ロプロセッサまたはＣＰＵ、コプロセッサ、デジタル信号プロセッサＤＳＰ、浮動小数点
演算装置ＦＰＵ、または演算論理装置ＡＬＵが関わっている。本発明の一実施形態に基づ
く制御部４の更なる別の実施形態において、２より多い実行ユニット２が設けられている
。図３に示す簡単な実施形態において、実行ユニット２Ａ、２Ｂにより生成される信号は
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それぞれ、一時記憶装置３Ａ、３Ｂに一時格納される。各実行ユニット２は、特に、出力
側に自身の一時格納装置３を有している。一時格納された、実行ユニット２の演算結果ま
たは出力信号は、比較ユニット１に供給される。比較ユニット１は、例えば、図２に示す
ように、切り替えおよび比較回路１によって形成可能である。一時格納された出力信号の
比較は、対応する比較プログラムまたは比較ソフトウェアの動作によって実行されるか、
または、ハードウェアに組み込まれて実行される。
【００４９】
　図４は、本発明の一実施形態に基づく、制御部の機能を監視する方法の可能な実施形態
のフローチャートを示している。
【００５０】
　第２レベルＥ２で監視プログラムが呼び出された後で、工程Ｓ１では、パフォーマンス
モードＰＭから比較駆動モードＶＭへのシステムの切り替えが行なわれる。引き続いて、
図３に示すように、両実行ユニット２Ａ、２Ｂは、同一の監視プログラムを実行するため
に工程Ｓ２、Ｓ３で作動され、トルク監視プログラム等の同一の監視プログラムを実行す
る。図４に示される実施形態の場合、両実行ユニット２Ａ、２Ｂは、工程Ｓ２、Ｓ３にお
いて、同期せずに、対応する演算結果信号を計算する。演算結果信号は、工程Ｓ４、Ｓ５
において、各一時記憶装置３Ａ、３Ｂに一時格納される。代替的な実施形態において、両
実行ユニット２Ａ、２Ｂは、工程Ｓ２、Ｓ３において、各出力信号または演算結果値を互
いに同期して計算する。２つの演算結果値または出力信号が提示された後に、工程Ｓ６に
おいて、特に切り替えおよび比較回路１によって、両出力信号の間での比較が実行される
。両信号が互いに相違している場合にはエラーが検出され、引き続いて対応するエラー処
理が行なわれる。安全性に関わるアプリケーションの場合、制御部４により駆動されるユ
ニット５、例えばエンジンが、停止させられる。工程Ｓ６における比較は、引き続いて一
時記憶装置３Ａ、３Ｂを読み出した後に、ソフトウェアごとの対応する比較演算によって
実行される。または、代替的な実施形態において、組み込まれた回路による比較が行なわ
れる。
【００５１】
　図５は、本発明の一実施形態に基づく方法の可能な実施形態を解説するための時間フロ
ーチャートを示している。本実施形態において、監視プログラムがレベルＥ２で周期的に
呼び出され、比較駆動モードＶＭにおいて複数の実行ユニット２により同時に実行される
。監視プログラムの実行後に、システムは、パフォーマンス駆動モードＰＭに戻り、レベ
ルＥ１で本来の制御プログラムを実行する。
【００５２】
　本発明の一実施形態に基づく制御部４の代替的な実施形態において、制御部４は、常に
パフォーマンス駆動モードＰＭで稼動する。その際、監視プログラムは、少なくとも２つ
の実行ユニット２により、同期せずに計算される。実行ユニットによりその際出力される
演算結果または出力信号は、その際、エラー検出のために互いに比較される。いずれにせ
よ、本実施形態では、演算結果がそれぞれ一時格納される必要があり、演算結果は、引き
続いて２回互いに比較される。すなわち、両実行ユニット２の可能なハードウェアエラー
に考慮するために、第１実行ユニット２Ａで一回、さらに、第２実行ユニット２Ｂで一回
比較される。従って、この実施形態は、比較駆動モードＶＭで監視プログラムを実行する
実施形態よりもコストが掛かる。
【００５３】
　本発明の一実施形態に基づく方法は、オペランドに依存するエラーの検出も許容する。
さらに、本発明の一実施形態に基づく方法によって、図１に示す従来の安全コンセプトに
比較して、記憶位置が明らかに節約される。
【００５４】
　本発明の一実施形態に基づく制御部４の可能な実施形態において、制御部４は、少なく
とも３つの実行ユニット２を有する。その際、信号が不一致である場合に、多数決によっ
て、どの実行ユニット２が誤って駆動している可能性があるのか、確認可能である。引き
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続いて、この誤って駆動している可能性がある実行ユニット２は、この誤って駆動してい
る可能性がある実行ユニットが実際に故障しているのかどうかを確認するために、特に、
セルフテストを実行する。実施形態において、実行ユニット２が実際に故障していること
がセルフテストによって判明した場合に、実行ユニット２は停止させられる。従って、本
実施形態において、システムはフォールトトレラントである。
【００５５】
　両コアまたは実行ユニット２において、例えば製造欠陥により生じる恒常的なエラーに
対して防護するために、本発明の一実施形態に基づく方法の可能な実施形態において、実
行ユニット２のセルフテストがそれぞれ行なわれる。
【００５６】
　本発明の一実施形態に基づく方法の可能な実施形態において、比較駆動モードＶＭでは
、監視プログラムがレベルＥ２で実行される。その際、更なる別の防護のために、安全レ
ベルＥ３が追加的に設けられている。レベルＥ３は、さらに、監視プログラムの機能を監
視するための命令テストを実行する。この種の実施形態は、特に安全性に関わるアプリケ
ーションにおいて可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】３つのレベルを有する従来の安全コンセプトを記載するための図を示す。
【図２】本発明の一実施形態に基づく方法において使用される、切り替えおよび比較ユニ
ットの構成図を示す。
【図３】本発明の一実施形態に基づく制御部の可能な実施形態を記載するための構成図を
示す。
【図４】本発明の一実施形態に基づく方法を解説するためのフローチャートを示す。
【図５】本発明の一実施形態に基づく方法の可能な実施形態を解説するための時間フロー
チャートを示す。
【図１】 【図２】
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